
14

講義要綱

総合教育科目

法学（憲法を含む）（ 2 単位）　担当者：法学部教授　霞　信彦
■講義要綱
　本講義は、「法律学」の全容を知るためにどうしても知っておかなければならない、最
も基礎的かつ必須の事項についての共通知識を涵養することを目的として開講される。
そこではまず、明治期に進められたわが国の「法典近代化」の経緯を詳らかにすることよ
り説き始め、法律学基本文献、「六法」の利用方法、法と言葉に関する諸問題が述べられる。
ついで、法の存在形式（「法源」）、法の種類、法の効力、法の解釈と適用にも言及する。
受講を通じて学生諸君の「法」というものに対する関心を喚起できればと思う。
授業計画
1）開講にあたって
2）法律学に関する基本文献
3）「六法」について
4）法令の構造
5）難読難解法律用語と法令用語をめぐって
6）法律格言
7）法の存在形式（成文法）
8）法の存在形式（不文法）
9）法の種類
10）法の効力
11）法の解釈と適用
12）総括および試験

■テキスト
　霞信彦『法学講義ノート〔第 5版〕』（慶應義塾大学出版会、2013年）
■参考文献
　講義において必要に応じ紹介する。
■学生に対する受講上の要望
　短期間の講義なので、毎回の内容の復習に努め、理解を深めて欲しい。
■成績評価方法
　最終日の筆記試験による。
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